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＝同一労働・同一賃金のガイドラインの改正案＝

作成日：2025.12.17

厚生労働省は労働政策審議会の部会に、同一労働同一賃金ガイドラインの改正案を示しました。

同一労働同一賃金とは？
同じ企業内で勤務する正社員やフルタイムの正規雇用労働者と、短時間・有期契約労働者を比較したときに生じる、
両者間の待遇の不合理さや差別的取り扱いの解消を目指すものになります。

同一労働同一賃金ガイドラインとは？
正規雇用労働者と、短時間・有期契約労働者との間で、待遇差が存在する場合に、
いかなる待遇差が不合理になるのか、原則的な考え方と具体例を示すものです。

重要な2つの考え方

見直しのポイント
5年前の法改正以降、賃金格差は縮小傾向にあり、待遇差に関する説明義務が強化された点は重要であったもの
の、この5年間に蓄積された最高裁判例を踏まえたガイドラインの見直しや、説明義務の運用面での改善などを通
じ、労使コミュニケーションをもう一段促して待遇改善につなげていく必要がある、との見解が述べられています。

これまで記載のなかった6つの待遇について、判断の原則と具体例が示されました。詳しくは解説動画を
ご参照ください。 退職手当 無事故手当 家族手当 住宅手当 夏季冬季休暇 褒賞

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

＝子ども・子育て支援金制度の創設＝

子ども・子育て
支援金制度が
始まると聞き
ましたが、どの
ようなものに
なりますか？

子ども・子育
て支援金の額
はいくらに
なりますか？

＜今月のQ＆A＞
・子ども・子育て支援金制度の創設

←バックナンバーはこちら
  からご覧いただけます

❶

❸ ❺ ❻

すでに子育て支援
政策は始まってい
たのですね。医療保
険料が高くなると
聞きました。

支援金額は加入する医
療保険制度や所得に応
じて異なりますが、全て
の医療保険制度の加入
者で平均すると、令和
10年度で月額450円
（令和８年度は月額
250円）と試算
されています。❹

令和８年４月分（５月末納付分）から医療保険の保険料と合わせて
事業主・被保険者から「子ども・子育て支援金」の徴収が始まりま
す。医療保険上の給付や介護保険にかかる保険料率とは区分した
うえで、保険料の一部として規定される予定です。

①均衡待遇（バランス）

職種内容､責任、配置転換などの違いが
ある場合、その違いに応じたバランスの
取れた待遇をすること

②均等待遇（イコール）

職務内容、責任、配置転換の範囲などが
正社員と全く同じ場合、差別的な取扱い
をしてはならないこと。

❷

「子ども・子育て支援金制度」は、子ども・子
育て支援政策にかかる財源の一部に充て
るため、全世代や全経済主体から、支援金
を拠出し、こどもや子育て世帯を社会全体
で応援する仕組みのことです。
支援金が充てられる事業は法律（子ども・
子育て支援法）で右図のとおり定め
られており、児童手当の拡充や
雇用保険の給付金の新設等に
使われています。
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